
本日10月9日、茨城県人事委員会は

本年の公民較差に基づき、月例給を

平均0.4％(1518円)、一時金を0.1月

引き上げる勧告を行った。月例給と

一時金ともに2年連続で引き上げ勧告

を行うことは24年ぶりのこととなる

が、組合員の期待に一定応えるとと

もに、民間の賃上げ動向を踏まえる

と当然の結果といえる。同時に、再

任用職員も含めて幅広く給与の引き

上げを行ったことは一定評価できる

ものである。

一方で、現給保障が行われている

こともあって、給料表の平均0.4％引

き上げ改定をしたものの、較差解消

のために給料表へ配分されることに

なる原資は758円にとどまり、729円

は地域手当の前倒し改定に配分され

ることとなった。給与較差は今まで

も基本給である給料表の改定を中心

に解消してきたこと、「給与制度の

総合的見直し」の完成時までの地域

手当の支給率は地公労と県当局で決

めるべきと人事委員会自体が言って

いることなどから納得出来るもので

はない。

また、55歳以上の昇給制度につい

ては、国に準じて標準では昇給停止

とする報告を行った。現在も、茨城

県においては民間との賃金カーブの

比較から昇級抑制措置や給与削減措

置が行われている。地公労は、人事

委員会に対して公務員と民間の50歳

代後半層の職層や働き方が違うこと、

職員のモチベーションの維持につな

がる制度にすべきであるとの観点か

ら早期にそれらの措置を解消すべき

と強く申し入れてきたところである。

そのような状況の中、一層の給与削

減につながる制度について報告され

たことには極めて遺憾である。

さらに、昨年度まで初任給基準の

改定などについて言及され、2015年4

月採用者から2号給の引き上げが行わ

れたが、未だに関東各都府県と比し

て低水準にある。人材確保の観点か

ら、今回更なる改善が勧告・報告さ

れなかったことは納得ができない。

また、昨年度｢給与制度の総合的見直

し｣の行政職中で、5，6級について号

給増設が行われた。4級職についても

多くの職員が最高号給に達している

現状を考えると人事委員会として言

及しなかったことに対して不満が残

る。

今後、地公労は茨城県の地方公務

員が質の高い公共サービスを提供し

続けるためにも、県当局に本年度の

公民較差に基づく給料表の改定での

給与引き上げを行うよう求めていく。

また、その他の賃金・諸手当の改善

はもとより、労働時間の短縮やメン

タルヘルス対策など多岐にわたる労

働条件の改善に向けて県当局との交

渉を強化し，組織の総力を結集して

たたかいを進める決意である。

公立学校共済組合茨城支部が運営

するホテルﾚｲｸﾋﾞｭｰ水戸の施設利用補

助が改善された。ホテルは水戸駅南

口から徒歩3分で、共済組合員の教職

員は、チェックインの時に公立学校

共済組合組合員証（保険証）を提示

することで、格安の料金で宿泊する

ことができる。15年10月1日からの変

更点は以下の通り。

①会食補助

一人4000円以上の料理で会食及び

宴会をおこなった場合1人1000円（6

月、9月、12月、1月、2月は2000円）

の補助。12月、1月は月曜日～木曜日

限定。

②宿泊補助

1泊に付き3000円の補助を20泊まで。

これまでは10泊までだった。

③「会食補助申込書」 所属長証明

欄を削除し、組合員の利便性向上の

ために個人で申請できるように様式

を変更。
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人事委員会勧告に対する地公労声明

15年度人事委員会勧告のポイント

①月例給（平均1518円、0.4％）を

4月に遡及して引き上げる。

②地域手当を4月に遡及して支給割

合を引き上げる。（4% → 4.2％）

③期末・勤勉手当の支給月数を引

き上げる。（4.10月 → 4.20月）

④50歳台後半層の昇給制度見直す。

⑤単身赴任手当を国に準じて、所

要の改定をおこなう。

⑥人事院は、フレックスタイム制

の拡充に関して勧告したが、本県

においても今後の国や他の都道府

県の動向を注視しつつ、検討する

必要がある。

お得情報



昼休みは勤務時間ではない。当たり前

なことだけれど、学校現場では忘れら

れがちになる。昼休みの45分は、労働

基準法34条「使用者は，労働時間が6時

間を超える場合においては、少なくと

も45分の休憩時間を労働時間の途中に

与えなければならない｣を根拠にしてい

る。労働基準法は8時間を超える場合は

1時間の休憩時間を与えなければならな

いとしているが、学校現場は、1日の労

働時間が7時間45分になっている。

午後の年休を取る場合

午後の年休を取る場合、昼休みは勤

務時間ではないので、4時間目の授業が

終わって昼休みになれば学校を出るこ

とは何ら問題はない。ところが、昼休

みは勤務時間だからと昼休みが終わる

のを待って学校を出るという教職員が

いる。本来ならば、この辺は教頭等が

きちんと説明して「昼休みになったら

帰っていいんだよ」と説明してあげれ

ばいいのだけれどそうなっていないこ

とが多い。

また、昼休みに会議があったりすると

帰りづらいということになってしまう。

この辺も、「午後年休なので、会議に

は出られません」と気軽に言えるよう

な職場環境を作っていくことが大切だ。

昼休みの問題は、意外と多岐にわた

る場合が多い。引き続き「茨城の教育」

でも取り上げていく予定であるので、

職場からの情報をお寄せください。

茨高教組は10月6日に県教委の人

事ヒアリングの要請を受けて、総務

課長、高校教育課長、特別支援教育

課長同席の場で、2015年度の人事方

針に対する組合としての要望を説明

した。

新しい人事のルールが導入されて7

年が経過するので、この間の「人事

ルール」の運用上の課題等を検証し

て、新たな人事ルールの策定に踏み

出すことを要望した。

また、フレックススクールや定員

割れした高校などに対する教職員の

加配、特別支援学校で学校によって

臨時教職員が多く配置されているこ

とを解消するために新規教職員の採

用を増やすことなどを要望した。

人事異動希望書の様式に関しては、

再任用2年目以降の教員と再任用希

望の現業職員が現在校希望を記載で

きるように様式の一部変更を要望し

た。

現在の再任用制度の運用では、再

任用希望の現業職員と再任用2年目

以降の教員は、本人と校長の希望が

あれば現在校勤務ができるようになっ

ている。

新採2校目の教員は7年目にグルー

プ異動の対象になるが、組合として

は対象年度を7年ではなく10年にす

べきだと要望した。

また、新採２校目の教員は5,6年

目は一般異動対象者になることを知

らずに、新採2校目も5年で異動しな

ければならないと思っている教員が

多いことについては、昨年に引き続

き、正確な情報を校長から教員に伝

える必要があることを要望した。

なお、組合は10月22日（木）に人

事ルールや制度運用に関する県教委

交渉に取り組む予定になっている。

本年2015年は、中学校教科書採択の

年にあたり、全国的に｢つくる会｣系の

教科書採択が大きな社会問題になった。

2015年9月18日現在、子どもと教科書全

国ネットの集計によると、全国で育鵬

社の採択は歴史が73,400冊、公民が67,

635冊である。茨城県は私学の常総学院

が自由社を採択したが、公立中学校も

県も育鵬社・自由社以外を採択した。

育鵬社の採択占有率6.5％

育鵬社の採択占有率は歴史が6.5％で

公民が5.8％であるが、前回よりも率が

上がっているものの、育鵬社が目標と

した10％には達していない。率が上がっ

たのは安倍内閣の教科書採択制度に対

する政治的介入や横浜市・大阪市など

の大規模地区の教育委員会が採択した

結果である。また、「つくる会」系の

自由社の教科書を採択したのは私立中

学校だけで公立中学校はゼロで、採択

占有率も0.04％である。

学び舎の教科書採択

今年度のもう一つのポイントは学び

舎の教科書が筑波大附属駒場中学校な

ど国立中学校5校、自由の森学園中学校

など私立中学校33校が採択したことで

ある。国立・私立の計は38校5400冊で

採択占有率は0.5％である。学び舎は若

木久造が代表を務め、現役教師なども

入った「子どもと学ぶ歴史教科書の会」

が教科書の編集を行っている。育鵬社

の教科書を絶賛する産経新聞は学び舎

の教科書を「今回の検定では安倍政権

の教科書改革が奏功し、自国の過去を

ことさら悪く描く自虐史観の傾向がや

や改善された。だが、そんな流れに逆

行するかのような教科書が新たに登場

した。「学び舎」の歴史教科書である。

現行教科書には一切記述がない慰安婦

問題を取り上げ、アジアでの旧日本軍

の加害行為を強調する」と論評してい

る。

育鵬社が採択占有率を伸ばした一方

で、産経新聞から批判の的となった学

び舎の教科書が自由社の約10倍の採択

占有率であったことに注目したい。市

販されたりしていないので、学び舎の

教科書を手にすることは非常に難しい

状況ではあるが、資料などはネットで

検索することができる。
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2015年中学校教科書採択を検証する


